












 
 

共 通 仕 様 書 
                                   

                                  佐 賀 労 働 局             

 
1．件名 
    平成 31年度第 1回印刷物の作成（リサイクル対応型印刷物） 
 
2．契約履行場所（納入場所）及び数量 
    別添『仕様書』のとおり。 
 
3．契約履行期限（納入期限） 
    別添『仕様書』のとおり。 
 
4．仕様 

（1）別添『仕様書』のとおり。 
（2）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）の基本方針（平成

30年 2月）の「印刷用紙」及び「印刷」に係る判断の基準等を満たす製品であること。 
（3）上記（2）の判断基準等を満たす使用資材について、当局にてリサイクル適正を確認するた

め、落札業者は「資材確認票」を作成し、契約締結後、直ちに下記 9担当者あて提出をしな

ければならない。なお、落札業者は印刷用紙等の資材の由来が確認できる資材を使用しなけ

ればならない。 
（4）使用資材については、原則として別紙古紙リサイクル適正ランクリストの「Ａランク」の資

材を使用することとする。但し、印刷物の仕様等からＡランク以外の資材を使用せざるを得

ない場合等は、当局と必要書類の提出までに事前に協議を行い、使用の可否について当局の

判断を得なければならない。 
（5）作成した印刷物にはリサイクル適正ランクを下記例のように表示すること。なお、表示場所・

文言等の詳細は担当者と協議の上決定する。 
    
   ※Ａランク資材のみ使用の場合      ※Ａ又はＢランクの資材のみ使用の場合 

      
 
5．著作権及び版権 

（1）本契約にかかる印刷物の作成上発生した著作権は当方に帰属する。（印刷物の納品時にデー

タを記録媒体等にて当方へ引き渡すこと。） 
（2）本契約にかかる印刷物の版権は当方に帰属する。 



 
 

（3）業者にてイラストや写真等を挿入する場合は著作物の権利を必ず確認し、使用の承諾を得て

いること。（著作権関係の事務処理は受託業者が行い、全ての責任を負うこと。） 
 
6．仕様等に対する質疑について 

案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等全て解消

しておくこと。また、疑義等については別添仕様書に記載している担当者と協議すること。但し、

リサイクル適正資材等の件については下記 9担当者と協議すること。 
 
7．再委託について 

再委託については、別紙のとおり。 
 
8．その他の注意点 

（1）本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報漏洩防止対策に万全を期すこと。 
（2）落札者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 
（3）契約内容及び金額が変更となるような仕様の変更は、佐賀労働局総務課会計一係以外の部署

の担当者とは行わないこと。 
（4）落札業者は、担当者と校正日、最終原稿渡し日等の打ち合わせを速やかに行うこと。 
（5）打ち合わせは、担当者の指示する日時及び場所にて行うこと。 
（6）校正時において修正指示を行ったにも関わらず、修正が行われていない等が度重なる場合に

は、その後の入札への参加を認めない場合もあるため、誠実に取り組むこと。 
 
9．本案件にかかる問い合わせ先 
   佐賀労働局 総務部 総務課 会計第一係 坂井 
   〒840-0801 佐賀市駅前中央 3-3-20 佐賀第 2合同庁舎４階 
     TEL：0952-32-7155    FAX：0952-32-7156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

平成：  年  月  日              

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

件名  ：            

 

印刷物名：            

 

 

資 材 確 認 票 

 

所在地                       

商号又は名称                    

代表者又は代理人氏名               印                            

 

印刷資材 
使用 

有無 

リサイクル 

適性ランク 
資材の種類 製造元・銘柄名 備考 

用紙 本文      

表紙      

見返し      

カバー      

      

      

      

インキ類      

     

     

     

加工 製本加工      

表面加工      

その他加工      

その他      

     

     

     

↓ 

使用資材 リサイクル適性 判別 

Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます  

AまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできます  

CまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています  



 
 

平成：  年  月  日              

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

件名  ：            

 

印刷物名：            

 

 

資 材 確 認 票（記載例） 

 

所在地                       

商号又は名称                    

代表者又は代理人氏名               印                            

 

印刷資材 
使用 

有無 

リサイクル 

適性ランク 
資材の種類 製造元・銘柄名 備考 

用紙 本文 ○ Ａ 上質紙 ＊＊製紙／＊＊＊  

表紙 ○ Ａ コート紙 ＊＊製紙／＊＊＊  

見返し ○ Ａ アート紙 ＊＊製紙／＊＊＊  

カバー ―― ――    

      

      

      

インキ類 ○ Ａ 平版インキ ＊＊インキ／＊＊＊  

     

     

     

加工 製本加工 ○ Ａ ＰＵＲ系ホットメルト ＊＊化学／＊＊＊  

表面加工 ○ Ａ  ＯＰニス ＊＊化学／＊＊＊  

その他加工       

その他      

     

     

     

↓ 

使用資材 リサイクル適性 判別 

Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます  

AまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできます  

CまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています  

古紙リサイクル適正ランクリスト

上の種類を記入 
使用資材の製造元・銘

柄名を記入 

広告ページ、口絵、カラーページ等、

必要に応じ記入 

必要に応じて使用箇所等

を記入 

リサイクル適正ランクを記入 
・資材の種類で確認 
・各種印刷資材データベースを活用し確認 
・個別にメーカー・代理店に確認 

ハガキ・封筒等必要に応

じて記入 



 
 

（別紙） 
 

再委託についての要件 
 
第１ 再委託について 

（１） 委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 
（２） 委託業務の一部を再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、佐賀労働局の承

認を受けなければならない。ただし、当該再委託の金額が５０万円未満の場合はこの限りで

はない。 
（３） 委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再委託者」

という。）の行為について、すべての責任を負うものとする。 
（４） 委託業務の一部を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、再委

託者と約定しなければならない。 
 
第２ 再委託先の変更 
   落札者は、再委託先を変更する場合、再委託金額が５０万円未満の場合を除き、再委託に係る変

更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
第３ 履行体制 

（１） 落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号

又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提出しなけ

ればならない。 
（２） 落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を発注者に届け

出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 
・受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの 
変更の場合。 

・事業参加者の住所の変更のみの場合。 
・契約金額の変更のみの場合。 

（３）前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認め 
たときは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 

 
※ 再委託に係る承認申請書等の様式については、契約締結後に交付する。 
 



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（　）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

種別 Kg

Ａ４ 判

2 頁

落札業者決定後可能

校正回数 2 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

　　平成 31 年 4 月 19 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

納入期限

問合せ先・担当者名

佐賀労働局　総務部　労働保険徴収室

佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎４階

0952-32-7168

0952-32-7151

中村

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

製本・加工等

校正
原稿提供時期

補足事項

段ボール箱３～４箱程度に分けて納品のこと。

頁数

・

用紙 再生コート紙 厚さ A判 46.5

印刷 両面印刷 ２色（黒・赤）

仕上規格 タテ

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 紙媒体及び電子データ（word） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと

部数 13,400 部

仕 様 書 1

印刷物名称 佐賀労働局からのお知らせ

種類 リーフレット

有有 否有有 無可 無無無



別紙２

有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（　）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

総頁数 頁

表紙 4 頁 4 頁 141 頁 → 仕切紙を含む

表紙 Kg

目次 Kg

本文 Kg

表紙

目次

本文

Ａ４ 判

3 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

　　平成 31 年 5 月 10 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局　職業安定部　職業安定課

佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎　６階

0952-32-7216

0952-32-7223

安藤

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

補足事項

原稿は見本の字句を訂正してペーパーで提供する。

背表紙に文字記入あり。（○○元年度 明るい職場をめざして　佐賀労働局職業安定部）

字体・レイアウト・デザイン等は見本を参考に担当者と協議のうえ決定する。

挿入する表紙のイラストについては担当者と協議のうえ決定する。

表紙色：緑色、仕切紙：水色地に黒文字

仕上規格 タテ

製本・加工等 無線綴じ

校正
原稿提供時期 平成31年4月10日

校正回数

A判 35.0

印刷

片面 ２色（　・　）

両面 １色（黒）

両面 １色（黒）

A判 86.5

種別 再生上質紙 厚さ A判 35.0

頁数
149

目次 本文

用紙

種別 再生コート紙 厚さ

種別 再生上質紙 厚さ

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

有

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと（業者にて再度確認のこと）

・

・

可  ・ 一部可  ・  否

無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

部数 2,700 部

原稿提供方法 紙媒体のみ（紙原稿） 見　本

仕 様 書 2

印刷物名称 　○○元年度　明るい職場をめざして　従業員採用のマニュアル

種類 冊子

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（ ）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

総頁数 頁

表紙 4 頁 2 頁 50 頁 以内

表紙 Kg

目次 Kg

本文 Kg

表紙

目次

本文

Ａ４ 判

落札業者決定後可能

校正回数 2 回

　　平成 31 年 5 月 17 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

秀島

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

補足事項

・本文中、ミシン目入り4枚

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

・詳細は、見本を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷が可な部分もあるが、改元や法律の改正

　等に伴い、字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

仕上規格 タテ

製本・加工等 無線綴じ

校正
原稿提供時期

用紙

種別 再生色上質紙 厚さ 厚口

種別 再生上質紙 厚さ

印刷

両面印刷 １色（黒）

両面印刷 １色（黒）

両面印刷 ２色（黒・赤）

厚口

サーモン色

種別 再生上質紙 厚さ 厚口 35.0

35.0

・

可 ・ 一部 ・ 否

頁数
56

目次 本文

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 電子データ（word及びexcel） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有
無。
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと。

部数 6,750 部

仕 様 書 3

印刷物名称 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

種類 冊子

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（ ）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

総頁数 頁

表紙 4 頁 16 頁

表紙 Kg

本文 Kg

表紙

本文

Ａ４ 判

落札業者決定後可能

校正回数 2 回

　　平成 31 年 5 月 17 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

秀島

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

補足事項

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

・詳細は、見本を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷が可な部分もあるが、改元や法律の改正

　等に伴い、字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

仕上規格 タテ

製本・加工等 中綴じ

校正
原稿提供時期

35.0

印刷
両面印刷 １色（黒）

両面印刷 ２色（黒・赤）

用紙
種別 再生色上質紙 厚さ 厚口 みどり色

種別 再生上質紙 厚さ 厚口

・

可 ・ 一部 ・ 否

頁数
20

本文 以内

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 電子データ（word及びexcel） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有
無。
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと。

部数 2,850 部

仕 様 書 4

印刷物名称 雇用保険の高年齢受給資格者のしおり

種類 冊子

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（ ）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

総頁数 頁

表紙 4 頁 12 頁 頁 以内

表紙 Kg

本文 Kg

表紙

本文

Ａ４ 判

落札業者決定後可能

校正回数 2 回

　　平成 31 年 5 月 17 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

秀島

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

補足事項

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

・詳細は、高年齢受給資格者のしおりを参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷が可な部分もあるが、改元や法律の改正

　い、字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

仕上規格 タテ

製本・加工等 中綴じ

校正
原稿提供時期

35.0

印刷
両面印刷 １色（黒）

両面印刷 ２色（黒・赤）

用紙
種別 再生色上質紙 厚さ 厚口 オレンジ色

種別 再生上質紙 厚さ 厚口

・

可 ・ 一部 ・ 否

頁数
16

本文

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 電子データ（word及びexcel） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有
無。
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと。

部数 480 部

仕 様 書 5

印刷物名称 雇用保険の特例受給資格者のしおり

種類 冊子

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（ ）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

種別 Kg

Ａ４ 判

8 頁

落札業者決定後可能

校正回数 2 回

・詳細は、見本を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷は可能だが、改元や法律の改正

　等に伴い一部字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

　　平成 31 年 5 月 17 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

秀島

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

製本・加工等 中綴じ

校正
原稿提供時期

補足事項

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

頁数

・

可・一部可・否

用紙 再生上質紙 厚さ 厚口 白色

印刷 両面印刷 ４色

仕上規格 タテ

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 電子データのみ（word） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと

部数 31,000 部

仕 様 書 6

印刷物名称 離職されたみなさまへ

種類 パンフレット

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（３）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

種別 Kg

Ａ４ 判 （Ａ３折り込み）

4 頁

落札業者決定後可能

校正回数 2 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

　　平成 31 年 5 月 17 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

秀島

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

製本・加工等 二つ折り

校正
原稿提供時期

補足事項

・詳細は、前回作成分（見本）を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷は可能だが、改元や法律の改正

　等に伴い一部字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

頁数

・

可・一部可・否

用紙 コート紙 厚さ 厚口 57.5

印刷 両面印刷 ４色

仕上規格 タテ

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 紙媒体のみ 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと

部数 10,850 部

仕 様 書 7

印刷物名称 受給資格者に対する早期就業促進リーフレット

種類 リーフレット

有有 否有有 無可 無無無



落札業者決定後可能

校正回数 1 回

　　平成 31 年 5 月 17 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

秀島

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。。

補足事項

・１シートに１５枚　

･無色透明

・詳細は、前回作成分（見本）を参照のこと。

見　本 有　・　無

校正
原稿提供時期

部数 990 シート

仕 様 書 8

印刷物名称 写真貼付用シール（印刷無し）

種類 シール　　

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（８）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

種別 Kg

Ａ４ 判 （Ａ３折り込み）

4 頁

落札業者決定後可能

校正回数 2 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

　　平成 31 年 5 月 17 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

秀島

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

製本・加工等 二つ折り

校正
原稿提供時期

補足事項

・詳細は、前回作成分（見本）を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷は可能だが、改元や法律の改正

　等に伴い一部字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

頁数

・

可・一部可・否

用紙 コート紙 厚さ 厚口 57.5

印刷 両面印刷 ４色

仕上規格 タテ

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 紙媒体のみ 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと

部数 11,000 部

仕 様 書 9

印刷物名称 不正受給防止リーフレット

種類 リーフレット

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（　）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否 有 ・ 無

総頁数 頁

表紙 4 頁 1 頁 23 頁

表紙 Kg

目次 Kg

本文 Kg

表紙

目次

本文

Ａ４ 判

落札業者決定後可能

校正回数 2 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

　　平成 31 年 5 月 24 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局　労働基準部　健康安全課

佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎　４階

0952-32-7176

0952-32-7182

大石

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

校正
原稿提供時期

補足事項

・用紙の種別・厚さは見本と同じものとする。

・印刷は、提供した紙媒体の原稿を写真製版により行う。

・平成31年度 技能講習・安全衛生教育実施計画表は、三つ折とする。

・包装は、20部を1包、50部を2包、100部を11包とする。

・原稿の提供時期は、統計データ確定（平成31年4月中旬）以降の4月下旬～5月上旬となる。

製本・加工等 無線綴じ

印刷

両面印刷 １色（黒）

両面印刷 １色（黒）

35.0

両面印刷 １色（黒）

仕上規格 タテ

86.5

種別 再生上質紙 厚さ A判 35.0

・

頁数
28

目次 本文

用紙

種別 再生上質紙 厚さ A判

種別 再生上質紙 厚さ A判

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 紙媒体のみ 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有
無。
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと。

部数 1,220 部

仕 様 書 10

印刷物名称 平成31年度　全国安全週間説明会資料

種類 冊子

有有 否有有 無可 無無無















別紙４－２

1 13,400 部 円 0 円

2 2,700 部 円 0 円

3 6,750 部 円 0 円

4 2,850 部 円 0 円

5 480 部 円 0 円

6 31,000 部 円 0 円

7 10,850 部 円 0 円

8 990 シート 円 0 円

9 11,000 部 円 0 円

10 1,220 部 円 0 円

0 円合計（入札金額）

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

単価
（税抜）

合計
（税抜）

平成31年度　全国安全週間説明会資料

No. 印刷物名 数量

離職されたみなさまへ

入札金額内訳書(平成31年度第1回印刷物の作成（リサイクル対応型印刷物）)

受給資格者に対する早期就業促進リーフレット

写真貼付用シール

不正受給防止リーフレット

（商号又は名称）

佐賀労働局からのお知らせ

雇用保険の高年齢受給資格者のしおり

雇用保険の特例受給資格者のしおり

○○元年度　明るい職場をめざして　従業員採用のマニュアル



別紙４－２

1 13,400 部 円 0 円

2 2,700 部 円 0 円

3 6,750 部 円 0 円

4 2,850 部 円 0 円

5 480 部 円 0 円

6 31,000 部 円 0 円

7 10,850 部 円 0 円

8 990 シート 円 0 円

9 11,000 部 円 0 円

10 1,220 部 円 0 円

0 円

入札金額内訳書(平成31年度第1回印刷物の作成（リサイクル対応型印刷物）)
（再度入札用）

No. 印刷物名 数量
単価
（税抜）

合計
（税抜）

佐賀労働局からのお知らせ

○○元年度　明るい職場をめざして　従業員採用のマニュアル

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

雇用保険の高年齢受給資格者のしおり

雇用保険の特例受給資格者のしおり

離職されたみなさまへ

受給資格者に対する早期就業促進リーフレット

写真貼付用シール

不正受給防止リーフレット

平成31年度　全国安全週間説明会資料

合計（入札金額）

（商号又は名称）









 
 

契  約  書（案） 

 

 

 

 発注者 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 富永 哲史（以下「甲」という。）と受注者 株式会社●

● 代表取締役 ●● ●●（以下「乙」という。）とは、双方対等な立場において、次の条項により契約を

締結する。 

 

 

 

（契約の趣旨） 

第１条 平成３１年度第１回印刷物の作成（リサイクル対応型印刷物）について、甲と乙とは本契約を締結し、

「仕様書」等に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するものとする。 

（契約金額） 

第２条 契約金額は、金●，●●●，●●●円（内消費税及び地方消費税額、金●●●，●●●円）とする。 
２ 前項の消費税額額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第

７２条の８３の規定に基づき、契約金額に１０８分の８を乗じて得た額である。 
   ３ 契約金額の内訳は、別紙のとおりとする。 

４ 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。 

（契約保証金） 

第３条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 

（契約内容） 

第４条 契約内容はすべて別添「仕様書」のとおりとし、納入期限、契約履行場所、検査場所及び著作権及び

版権は、次の各号のとおりとする。 

一 納入期限     別添「仕様書」のとおり。 

二 契約履行場所   同上 

三 検査場所     契約履行場所に同じ。 
四 著作権及び版権  ①本契約にかかる印刷物の作成上発生した著作権は当方に帰属する。 
           ②本契約にかかる印刷物の版権は当方に帰属する。 
           ③受託者にてイラストや写真等を挿入する場合は、著作物の権利を必ず確認

し、使用の承諾を得ていること。（著作権関係の事務処理は受託者が行い、

受託者が全ての責任を負うこと。） 

（監督及び検査） 

第５条 甲は、この契約の履行に際し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせるこ

とができる。 

  ２ 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

３ 甲は、１０日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 

４ 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。 

５ 乙は、第３項の検査に合格しないときは、直ちに当該調達品目を持ち去ること。もし持ち去らない

ときは、甲がこれを他所に運搬することができる。この場合において乙はこの費用及びこれに伴う損

害を負担すること。 



 
 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、前条第３項の検査に合格したときは、代金の請求をすることができる。 

  ２ 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して３０日（以下「約定期間」という。）  

以内に代金を支払わなければならない。 

  ３ 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払いを完了し

た日までの日数に応じ、年２．７％の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。

ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。 

  ４ 前項により計算した遅延利息が１００円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該

計算額に１００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

（危険負担） 

第７条 当該調達品目等の給付が、甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は、第

５条第３項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 

（瑕疵担保） 

第８条 乙が行う契約履行内容に隠れた瑕疵又は仕様内容に適合していないものを発見したときは、乙は甲の

指示に従って直ちに完全な履行又は、甲において算定した金額を損害賠償として支払わなければならな

い。 

（検査の遅延） 

第９条 甲がその責に帰すべき事由により、第５条第３項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した

日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定

期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息を乙に支払わなければなら

ない。 

（履行期限の遅延） 

第１０条 甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条第１項第一号の期限内に当該調達品目等の給付をで

きないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。この場合において、原納期

限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等（既納部分がある場合は、当該既

納部分の代金相当額を控除した額）の年５％に相当する額の遅延料を徴するものとする。この場合に

おいて、甲が第５条第２項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとす

る。 

   ２ 乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項の期限内に物品を納入できない場合は、期限

内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合において、甲はその請求を正当

と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 

（損害賠償） 

第１１条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、契

約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。 

（解除） 

第１２条 甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。 

     一 第４条第１項第一号の期限内に当該調達品目等の給付が完了しないとき。 

     二 第５条第３項の検査に合格しないとき。 

     三 乙が完全に本契約を履行する見込みがないと認めたとき。 

     四 乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当であると認めたとき。 

     五 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺そ



 
 

の他の不正行為を行ったとき。 
（解除に係る違約金） 

第１３条 乙は、前条第１号の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の１００分の

１０に相当する金額を甲に納入すること。又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害

額を賠償しなければならない。 

   ２ 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められ

たときは、これを免除することができる。 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第１４条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することが

できる。 

    一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又

は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１号若しくは第

２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１

項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行

ったとき、又は同法第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の

通知を行ったとき。 

    二 乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条又は

独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使

用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

   ２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定に

よる通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第１５条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否

かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、契約金額（本契約締結後、

契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する額を甲が指定す

る期日までに支払わなければならない。 

    一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２（同法第８

条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行い、当該排

除措置命令が確定したとき。 

    二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確

定したとき。 

    三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規

定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

    四 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項

の規定による刑が確定したとき。 

    五 当該刑の確定において乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

    六 乙が甲に対し、独占禁止法等に接触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

   ２ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 

   ３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過



 
 

分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（違約金に関する遅延利息） 

第１６条 乙が第１３条及び第１５条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、

当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５％の割合で計算した額の遅延利息

を甲に支払わなければならない。 

   ２ 前項により計算した遅延利息が１００円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当

該計算額に１００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

 （再委託） 

第１７条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 

   ２ 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、

その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、届出を行うこと。 

   ３ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再委託者」

という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 

   ４ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本

委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 

 （再委託先の変更） 

第１８条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第２項ただし書に該当する場合を除き、様式２

の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

（履行体制） 

第１９条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及

び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙 1則交代制図を公に提出しなければならない。 

   ２ 乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を甲

に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 

    一 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更の場合。 

    二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 

    三 契約金額の変更のみの場合。 

   ３ 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対し

て変更の理由等の説明を求めることができる。 

（権利義務の譲渡等） 

第２０条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第

三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当

たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する

金融機関、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目

的会社及び信託業法（平成１６年法律第１５４号）第２条第２項に規定する信託会社に対し債権を譲

渡する場合は、この限りではない。 

   ２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面に

より甲に届けなければならない。 

（秘密の保持） 

第２１条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはな

らない。 
 



 
 

（個人情報保護） 

第２２条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項にいう個人情報、以下同じ。）の漏え

い等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 

   ２ 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 

   ３ 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 

   ４ 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要と認めた場

合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業

所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 

   ５ 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わ

なければならない。 

   ６ 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなけ

ればならない。 

（属性要件に基づく契約解除） 

第２３条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する

ことができる。 

    一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代

表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同      

じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

    二  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

     三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

     四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 

        五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２４条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要

せず、本契約を解除することができる。 

     一 暴力的な要求行為 

        二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

        三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

        四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

        五 その他前各号に準ずる行為 

（表明確約） 

第２５条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないこと

を確約しなければならない。 

   ２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下請負人（下

請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降のすべての受託者を

含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手

方をいう。 



 
 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第２６条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との

契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

      ２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を

承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、

若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することが

できる。 

（契約解除に基づく損害賠償） 

第２７条 甲は、第２３条、第２４条及び第２６条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより

乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

   ２ 乙は、甲が第２３条、第２４条及び第２６条第２項の規定により本契約を解除した場合において、

甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

（不当介入に関する通報・報告） 

第２８条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢 
力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒

否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告する

とともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 
（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

第２９条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検

された場合は、速やかに甲に報告する。 

（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 

第３０条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面

による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検さ

れたとき。 

（２）乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があ

ったことが判明したとき。 

（３）乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第１号の状況に至ったことを報告しなかったことが判

明したとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 

第３１条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額（本

契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する額

を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過

分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（紛争等の解決方法） 

第３２条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ

解決するものとする。 

 



 
 

   この契約の証として、本証書２通を作成し双方記名押印のうえ、各自１通を所持するものとする。 

 

平成３１年４月１日 

 

                  甲 佐賀県佐賀市駅前中央３－３－２０ 

                    支出負担行為担当官 

                    佐賀労働局総務部長     富 永 哲 史 

 

 

                 乙 ●●県●●市●●町 
                    株式会社●● 
                    代表取締役         ● ●  ● ● 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

契約金額内訳書（平成３１年度第１回印刷物の作成（リサイクル対応型印刷物）        

 

物 件 名 数量（部） 単価（税抜） 合計金額（税抜） 

佐賀労働局からのお知らせ 13,400   

○○元年度 明るい職場をめざして 従業員採用のマニュアル 2,700   

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり 6,750   

雇用保険の高年齢受給資格者のしおり 2,850   

雇用保険の特例受給資格者のしおり 480   

離職されたみなさまへ 31,000   

受給資格者に対する早期就業促進リーフレット 10,850   

写真貼付用シール 990シート   

不正受給防止リーフレット 11,000   

平成31年度 全国安全週間説明会資料 1,220   

小 計  

消費税  

合 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

様式１ 

平成  年  月  日 

 
支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名                印 

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委託する相手方の業務の範囲 

 

３．委託を行う合理的理由 

 

４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



 
 

様式２ 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

 

名称 

代表者氏名               印 

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



 
 

様式３ 

平成  年  月  日 

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称                  

代表者氏名             印 

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

契約書第１９条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更後の体制図 



 
 

別紙１ 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 
Ａ 東京都○○区… 円  

Ｂ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙 

事業者Ｂ      

事業者Ｃ     

事業者Ａ      


